
最寄りの警察署
警察では、24時間３６５日、被害の相談を受け付けています。

性犯罪被害相談電話「♯８１０３」（ハートさん）
「♯８１０３」に連絡すれば、発信した地域を管轄する都道府県警察の性犯

罪被害相談電話窓口につながります。

 （警察以外の連絡先）
性犯罪・性暴⼒被害者のためのワンストップ⽀援センター「♯８８９１」
性犯罪・性暴力の被害に遭った方に、医療的支援、相談・カウンセリングな

どの心理的支援、警察への同行支援などを行っている相談窓口です。
⼤分県警察

アプリ版「まもめーる」の痴漢対策機能

相談窓⼝

アプリ版「まもめーる」のダウンロードを希望される
方は、二次元バーコードを読み取り、アプリをダウ
ンロードしてください。

この画⾯を⾒せて助け
を求めることができます。

この画⾯を⾒せて助け
が必要か確認できます。

画⾯をタップすると音がなります。
マナーモード中も作動します。

大分県警察が運営するアプリ版「まもめーる」には痴漢対策機能が整
備されています。

痴漢撃退機能 防犯ブザー機能



警察では、被害に遭われた⽅の⼼の負担の軽減に配慮し、
犯⼈検挙のための捜査を⾏います。

警察官による現場の確認
被害が発生した現場に警察官が出向いて状況を確

認し、写真撮影などを行います。被害者のプライバシ

ーの保護などには十分に配慮します。

あなたのプライバシーを
守りながら 被害状況を
調べます

被害者の方に立ち会っていただきながら、被害当時の状

況を再現して捜査を行うことがあります。

被害者の方の心情や体調に配慮しながら適切に行います。

つらいときは、すぐに警察
官にご相談ください

可能な限り、被害に遭われた方の希望に応じた

性別の警察官がお話をお聞きします。 あなたが安⼼して話せる警
察官が対応します

⾐服など証拠品の確認
被害に遭った時に着ていた衣服や持ち物には、

検挙につながる証拠が見つかることがあるため、お

借りする場合があります。

犯⼈を⾒つけるために⾐
服なども調べます

決して泣き寝⼊りせずに
警察を頼ってください。

あなたの協⼒が  
さらなる被害防⽌に
つながります︕

※以下に記載する流れは⼀例であり、具体的な流れは事案によって異なります。

皆さまの勇気と⾏動が
犯⼈の検挙とさらなる被害の防⽌に
つながります︕

被害の届け出を受けた際の警察の対応

被害に遭われた⽅へ

周りの⼈に助けを求めてください
お尻などの身体を触られた、下着等の写真を撮ら

れたなどの被害に遭った際はあなたの安全を確保

するため、声を上げる、防犯アプリを活用するなどの

方法で、周りの人に助けを求めてください。

110通報、または警察に相談してください
安全を確保することができたら、すぐに110番通報し

てください。また、被害に遭ってから時間が経ってい

てもかまいませんので、いつでも警察に相談してくだ

さい。どんな小さなことでもかまいません。

被害を目撃された⽅へ

被害者の⽅に声をかけてください
被害を目撃したら、見て見ぬふりをせずに、「大丈夫で
すか？」「警察を呼びましょう」などと、声をかけてあげ
てください。

駅員、警察官などに知らせてください
駅員や周りの人に声をかけて協力を求めたり、警察に110番通報をし

たりしてください。

警察署での事情聴取

被害状況の再現⾒分の実施


